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第２４９回東京都土地利用審査会 

Ｒ１.１１.１２ 

午前１０時００分 開会 

【黒田課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２４９回東京都土地利

用審査会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しいところをご出

席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 私は、本日の進行役を務めさせていただきます東京都都市整備局都市づくり政策部都市

計画課長の黒田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 会議に先立ちまして、このたび東京都土地利用審査会第１６期の委員に就任されました

皆様方をご紹介申し上げます。第１６期委員の皆様の名簿は、資料１－②にございます。 

 それでは、都市整備局都市づくり政策部長の小野より発令通知書をお渡ししてまいりま

す。先生方のお席のそばまで参りますので、その場でお受け取りいただければと存じます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、ご紹介いたします。都市計画分野から、森本章倫委員でございます。 

【小野部長】  発令通知書、森本章倫様。東京都土地利用審査会委員に任命する。令和元

年１０月２５日、東京都知事小池百合子。よろしくお願いいたします。 

（発令通知書交付） 

【黒田課長】  自然環境保全分野から、水庭千鶴子委員でございます。 

【小野部長】  発令通知書、水庭千鶴子様。東京都土地利用審査会委員に任命する。令和

元年１０月２５日、東京都知事小池百合子。よろしくお願いいたします。 

（発令通知書交付） 

【黒田課長】  法律分野から、青木清志委員でございます。 

【小野部長】  発令通知書、青木清志様。東京都土地利用審査会委員に任命する。令和元

年１０月２５日、東京都知事小池百合子。よろしくお願いいたします。 

（発令通知書交付） 

【黒田課長】  不動産鑑定分野から、水戸部繁樹委員でございます。 

【小野部長】  発令通知書、水戸部繁樹様。東京都土地利用審査会委員に任命する。令和

元年１０月２５日、東京都知事小池百合子。よろしくお願いいたします。 

（発令通知書交付） 

【黒田課長】  なお、農林業分野から、原珠里委員がご就任されておりますけれども、本
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日は所用のため、ご欠席でございます。 

 以上で委員の皆様のご紹介及び発令通知書の交付を終わらせていただきます。 

 なお、本日は、小笠原村の監視区域指定について審議事項になっておりますため、小笠原

村の森下村長と職員の方にご出席いただいておりますので、ご紹介いたします。 

 小笠原村の森下村長でございます。 

【森下村長】  森下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【黒田課長】  同じく小笠原村の牛島財政課長でございます。 

【牛島課長】  牛島です。よろしくお願いいたします。 

【黒田課長】  同じく小笠原村の財政課財政係の大田課長補佐でございます。 

【大田課長補佐】  大田です。どうぞよろしくお願いします。 

【黒田課長】  本日は、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議事に入ります前に都市整備局都市づくり政策部長、小野よりご挨拶を申し

上げます。 

【小野部長】  都市整備局都市づくり政策部長をしております小野と申します。東京都土

地利用審査会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたびは、大変お忙しい中、東京都土地利用審査会の委員をお引き受けいただき、まこ

とにありがとうございます。ただいまご紹介申し上げました５名の皆様のうち、３名の方に

ついては継続、２名の方は新たにご就任をいただきました。また、本日は森下村長をはじめ、

小笠原村のご担当の方にもご出席いただいております。遠いところ、ほんとうにありがとう

ございます。 

 この審査会は、知事の附属機関としまして国土利用計画法に基づき、土地の投機的取引及

び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る

ため、都が土地取引の規制に関する措置を講じます際に委員の皆様からご意見をいただく

機関でございます。具体的に申しますと、地価の急激な上昇や、そのおそれのある地域への

監視区域の指定や土地利用計画に適合しないこと等に対する勧告など、知事が当審査会に

付議した案件につきましてご意見をいただくものでございます。 

 監視区域は、かつてはバブルと言われまして、地価が異常に高騰した時期には全国の都市

部で数多く指定されておりましたが、現在は全国で唯一、東京都の小笠原村の父島及び母島

で指定がされております。小笠原村は平成２３年、世界自然遺産に登録され、観光客の数は

一時大きく増加し、その後落ち着きましたが、父島への唯一の定期航路である「おがさわら
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丸」が平成２８年に新たにつくられまして以降、再び緩やかに増加しております。また、地

価につきましても、ここ数年は横ばいで推移しております。現在、調査・検討中ではござい

ますが、空港建設の動向などによりましては、今後、土地取引の状況が変わる可能性もござ

います。 

 こうした状況を踏まえ、本日は小笠原村監視区域指定の継続につきまして、審査会のご意

見をお聞きしたいと思っております。その後、東京都基準地価格の概要についてご報告させ

ていただき、今後の審査会における審議にお役立てていただければと思っております。 

 以上、簡単ではございますが、委員の皆様方の一層のお力添えをお願い申し上げまして、

私のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

【黒田課長】  引き続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。まず、ただい

まご挨拶申し上げました都市整備局都市づくり政策部長の小野でございます。 

【小野部長】  よろしくお願い申し上げます。 

【黒田課長】  財務局評価測量担当課長の丹でございます。 

【丹課長】  地価調査を担当しております丹でございます。よろしくお願いいたします。 

【黒田課長】  都市整備局小笠原担当課長の須田でございます。 

【須田課長】  須田と申します。よろしくお願いいたします。 

【黒田課長】  最後になりますが、改めまして都市整備局都市計画課長の黒田でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の審査会は、委員総数の５名のうち、原委員が所用のため欠席されておりますけれど

も、東京都土地利用審査会条例第４条第３項で審査会は、委員の２分の１以上が出席しなけ

れば会議を開くことができないとされておりまして、定足数を満たしております。また、当

審査会運営規則第５条第１項により、審査会の会議は公開とすると規定されております。な

お、傍聴者等につきましては、今現在で希望者はございません。 

 次に、本日の議事についてでございますが、議事次第にお示ししておりますとおり、会長

選出、会長代理の指名の後、１０時３０分ごろから「小笠原村の監視区域指定について」に

ついてご審議いただきます。その後、報告事項が１件ございます。会議の終了は１１時３０

分ごろを予定しておりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、本日は、委員改選後、初めての審査会でございます。会長が選出されるまでは、

事務局により議事進行を行わせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 審議事項に入ります前に、本土地利用審査会の概要について簡単にご説明させていただ
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きます。資料１－①をごらんくださいませ。土地利用審査会は、国土利用計画法３９条に規

定された必置機関でございまして、組織運営については東京都土地利用審査会条例で定め

られております。審査会の権限は、５の権限にございます１０の事項となりますが、本日、

この後ご審議いただく監視区域の指定に関しましては、（７）の知事が行う監視区域の指定

について意見を述べること。それから、（１０）の関係区市町村長の出席を求めて意見を聞

くことが該当いたします。 

 それでは、審議事項に入らせていただきます。東京都土地利用審査会会長の互選について

でございます。土地利用審査会の会長につきましては、東京都土地利用審査会条例第３条第

１項により、委員の互選によりこれを定めると規定しております。会長の選出につきまして、

委員の皆様方のご発言をお願いいたします。 

 水庭委員、お願いいたします。 

【水庭委員】  本委員会の役割についてご見識の深い森本委員を会長に推薦させていた

だきます。 

【黒田課長】  ただいま水庭委員から森本委員を会長にとご推薦をいただきました。ほか

にご発言はございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【黒田課長】  ほかにご発言がないようでございますので、森本委員に会長をお願いした

いと思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

【黒田課長】  ご異議がないようですので、森本委員が本審査会の会長に選出されました。

森本会長、どうぞよろしくお願いいたします。東京都土地利用審査会条例第４条第２項によ

り、会長は審査会の議長となると規定されております。 

 それでは、森本会長、議長席にお席の移動をお願いいたします。 

（森本会長、議長席へ移動） 

【黒田課長】  それでは、森本会長、議事進行をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

【森本会長】  ただいま選出いただきました早稲田大学の森本でございます。大変重責で

あると認識しております。土地利用審査会が円滑かつ適正に運営できるように尽力する所

存でございます。皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続き審議事項に入りたいと思います。まず、東京都土地利用審査会会長代

理の指名についてでございます。東京都土地利用審査会条例第３条第３項によりますと、会
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長代理は会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理すると定められております。ま

ことに恐縮ではございますが、私から法律分野の青木委員に会長代理をお願いしたいと思

います。青木委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

【青木委員】  お受けいたします。よろしくお願いします。 

【森本会長】  よろしくお願いします。 

 次の議事に入る前に、本日は、第１６期の審査会委員による初めての審査会でございます。

委員の皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。 

 それでは、青木委員から順番にお願いいたします。 

【青木委員】  青木でございます。私は今回３期目ということで、この間、この審査会に

出る機会というのは、それほどなかったわけですが、それは、１つには私が審査会の委員に

就任したころは、ちょうどアベノミクスが政策で唱えられて、金融緩和も異次元のレベルを

結果的には目指すことになる中で、地価が安定しているというあかしだと思っています。そ

うは言いましても、平成のバブルの崩壊の後の日本経済の傷みぐあいとか見ていると、やは

りこの地価の安定というのは非常に大事な課題だとは認識しているところでして、この審

査会は、その知事の諮問機関ではありますけれども、知事から問題案件について付議された

場合には、専門的な見地からいろいろ意見を申し述べるという、そういう重責を担っている、

そういう審査会と認識しておりますので、私もその職責をきちっと果たせるよう努力して

いきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

【森本会長】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、水庭委員、お願いいたします。 

【水庭委員】  東京農業大学造園科学科に勤めております水庭千鶴子と申します。こちら

の土地利用審査会のほうは３期目となりまして、その間、青木委員と同様なのですが、大き

な審議事項がさほどなかったということもお話のあったとおりですけれども、私の専門分

野といたしましては、自然環境をどのように保全していくか、それから、こちらのほうの土

地利用をどのように促進していくかという２つのジレンマに悩まされるところですけれど

も、小笠原諸島の小笠原村の環境をどのような保全で、保全の立場に立って、しかし、利用

をどのように抑えていくかという話につながっていこうかと思います。引き続きの審査に

なりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

【森本会長】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、水戸部委員、お願いいたします。 
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【水戸部委員】  不動産鑑定の分野から参りました水戸部でございます。私は２期目にな

りますけれども、所属しているのは、一般財団法人日本不動産研究所と申しまして、全国に

４９の事業所がございます。ですから、北海道から沖縄までのいろいろなところの土地の動

きとか、そういったものを、絶えず情報として入ってきているところでございますが、東京

都の場合も私どもの地価公示、地価調査、そういったものを担当している者が大勢おります

ので、この委員会のお役に立てるのではないかと思っておりますので、ひとつよろしくお願

いいたします。 

【森本会長】  ありがとうございます。 

 私も委員として一言だけ追加でお話をさせていただければと思います。専門は都市計画、

交通計画でございます。現職の早稲田の前に栃木県の宇都宮大学に２０年間勤めてまいり

ました。そういった意味では地方都市、中山間地域というまちづくりにもお手伝いをしてき

たつもりでございます。地価の安定というのは、社会の安定というふうに理解をしておりま

すが、一方で最近、ＩＣＴを活用したまちづくりということで、スマートシティということ

で駅から離れたような場所が急激に注目を集めたり、あるいは自動運転車両の社会実験も

始まっておりまして、これもこれまでにない空間の使われ方をする可能性が非常にあると

思っております。そういった意味では、土地利用審査会という形で適正に土地の状況を我々

できちんと監視し、そして適切なときに適切な発言ができるような体制をつくっていくた

めに努力をしたいと思っております。何分、１期目でございますので、皆さんのご意見を聞

きながら進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次に審査事項３の小笠原の監視区域の指定に入りたいと思います。初めに、本

件審議事項の審議に当たり、当審査会の公開・非公開について諮りたいと思います。先ほど

審査会の冒頭では、審査会の会議は公開すると規定されているとの発言がありましたが、本

議題、「小笠原村の監視区域の指定について」につきましては、過去５回、この審査会でご

審議いただいている中で、これまで東京都情報公開条例第７条第５号に規定されている意

思決定の過程における中立性が不当に損なわれるおそれがある審議情報及び同条第６号に

規定されている監視区域の指定は土地取引の規制を伴うものであるため、監視区域制度施

行事務に支障を及ぼす行政運営情報が含まれていることから、当審査会の会議の公開に関

する取扱要綱第２条第１号の規定に基づきまして非公開としておりました。今回も同様に

非公開とすることが適切であると考えます。皆様のご意見はいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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【森本会長】  ご異議がないようですので、本議題の小笠原村の監視区域の指定について

は、会議を非公開といたします。 

 本議題の議事進行といたしましては、まず、事務局から小笠原村監視区域指定の提案理由

を伺った後、本日ご出席いただいている小笠原村の森下村長からご意見をお聞かせいただ

き、本審査会の意見を取りまとめたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 さて、資料２－①にありますとおり、本年１０月１日付で都知事から当審査会に対しまし

て監視区域の指定に関する意見照会がありました。小笠原村の監視区域の指定について、当

審査会の意見を取りまとめ、知事に提出することとなっております。当審査会の意見を取り

まとめるに当たりましては、国土計画法第３９条第９項の規定により、関係区市町村長の出

席を求め、その意見を聞くこととされております。 

 それでは、まず事務局から議案について提案説明を受けまして、それから、小笠原村長の

ご意見をお聞きしてまいりたいと思います。 

 初めに国土利用計画法に基づく監視区域の指定及び届出対象面積につきまして、事務局

から説明をお願いいたします。 

【黒田課長】  それでは、事務局よりご説明申し上げます。資料２－①をごらんください

ませ。東京都知事から土地利用審査会会長宛の諮問文でございます。監視区域の指定及び届

出対象面積に関する意見についてという文章でございます。これは国土利用計画法に基づ

き指定いたしました小笠原村の監視区域につきまして、令和２年１月４日に指定期間が満

了いたしますので、令和２年１月５日から下記のとおり監視区域を指定し、届出対象面積を

定めたいので同法の規定に基づき、当審査会の意見を求めますということでございます。 

 記書きでございますけれども、１、監視区域の指定でございますが、（１）指定区域とい

たしまして、小笠原村のうち都市計画法第５条第１項の規定により、都市計画区域に指定さ

れている区域。（２）指定期間といたしましては、令和２年１月５日から令和７年１月４日

まで。２の届出対象面積といたしましては、５００平米以上ということでございます。 

 次に資料２－②、小笠原村監視区域指定の継続についてという資料で詳細をご説明した

いと存じます。小笠原村につきましては、現在、全国で唯一監視区域制度、事前届出制でご

ざいますが、適用されております。その概要は、国土利用計画法に定められております。区

域の指定でございますが、知事は地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、適正

かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を５年以内の期

間を定めて監視区域として指定することができるというものでございます。監視区域に指
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定されますと、その区域内における一定規模以上の土地取引は事前に届け出なければなら

ないということになっております。 

 そして、届出の内容につきまして、以下に該当する場合には勧告をすることができるもの

となっております。①といたしまして、土地価格が著しく適正を欠くこと。②といたしまし

て、利用目的が土地利用基本計画などの土地利用に関する計画に適合しないこと。③といた

しまして、公共・公益施設整備の予定または周辺の自然環境の保全上不適当なこと。④とい

たしまして、１年以内の土地の転売で投機的取引と認められることの４点でございます。勧

告に従わない場合でございますが、その旨を公表することができるという規定になってご

ざいます。 

 なお、監視区域を指定する場合には、土地利用審査会の意見を聞かなければならないとな

っておりますので、今回、本審査会にお諮りしているという次第でございます。 

 次に、２の小笠原村における監視区域の指定状況でございますが、現在、区域は都市計画

区域に指定されている地域、具体的には父島と母島でございます。届出対象面積は５００平

米以上。そして指定の経緯でございますが、平成２年１月５日に初めて指定をいたしまして、

その後５年ごとに再指定を行っております。令和２年１月４日に現在の指定期間が満了す

るということになっております。 

 次に、近年の届出件数でございますが、平成２６年は１件、２７年は届出はなく、２８年

は５件、２９年が３件、３０年が６件となっております。 

 次に、３の監視区域を継続指定する理由でございます。まず、（１）でございますが、監

視区域指定以来、小笠原村の地価は横ばいで推移しておりまして、他の島しょと比較して地

価が高いということでございます。基準地価格は平成２４年から、公示地価は平成２５年か

ら小笠原村の一部地域に上昇傾向が見られ、その後も横ばいで推移しております。そして、

（２）でございますが、一般の土地取引の対象となる民有地は小笠原村の父島、母島の面積

の約２割と少ないため、仮に観光産業等を目的とする外部資本が参入した場合は、地価が急

激に上昇する可能性が高いということでございます。 

 地価の傾向につきましては、グラフの１、対前年変動率の推移というものをごらんいただ

ければと存じます。こちらのグラフによりますと、東京都と全国の地価が平成４年以降、下

落傾向が続いていた期間も含めまして小笠原は平成２年以降、平成２３年までは横ばいで

推移しておりましたが、２４年以後、若干上昇し、平成２６年以降は再び横ばいの状況が続

いております。また、その横、島しょ部比較表をごらんいただきたいのですが、令和元年、
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基準地価格の平米当たりの平均で申し上げますと、小笠原村につきましては住宅地が２万

３００円、商業地が６万２,０００円とほかの島々に比べて高い水準となっております。ま

た、民有地率が１９.２７％となっておりまして、ほかの島々と比べてこれはかなり低くな

ってございます。 

 次の資料２－③、父島・母島の概要という資料をごらんいただきたいのですけれども、父

島と母島の地図にピンク色でお示ししてございますのが民有地の場所でございますので、

民有地が少ないということをご確認いただけることと存じます。 

 次に再び資料２－②にお戻りいただきまして、３の監視区域を継続指定する理由の（３）

でございます。囲みの中の（３）でございますが、平成２３年６月の世界自然遺産登録後、

観光客が増加し、平成２５年以降は減少いたしましたけれども、平成２８年に定期航路貨客

船が新造されて以降、再び観光客が増加傾向にございます。今後、空港建設等の動向により

ましては、土地取引状況が変化する可能性がございまして、土地取引を適切に監視し、貴重

な自然環境を保護する必要があるということでございます。 

 次に資料２－④にございます年度別観光客数の推移の棒グラフをごらんくださいませ。

世界自然遺産登録の翌年、平成２４年度のピークの後、減少した観光客数は平成２８年度に

新造の「おがさわら丸」が就航して以降、増加傾向が続いていることがわかります。また、

航空路につきましては、小笠原航空路協議会が昨年７月に検討案を父島の洲崎地区を活用

する案に絞って検討することといたしまして、今年３月の同協議会では、今年度、地質調査

等、各種調査を行い、基礎的な情報、データの調査、分析を行っていくことが報告されまし

て、現在、調査、検討が行われているところでございます。 

 最後に（４）でございますけれども、小笠原村におきましても引き続き監視区域を指定し

て、一定規模以上の土地取引を対象とした事前届出制を継続する必要があると考えている

ということでございます。この点につきましては、後ほど小笠原村の森下村長さんから詳し

くお話をいただくことになるかと思います。 

 なお、資料２－⑤をごらんいただきたいのですが、国土利用計画法に基づきまして東京都

知事から小笠原村長に監視区域の指定及び届出対象面積に関する意見をご照会しましたと

ころ、こちらの資料のとおり、小笠原村長より指定区域と指定期間及び届出対象面積につい

てご回答をいただいております。 

 再び資料２－②にお戻りいただきまして、４の継続指定の方針でございますけれども、区

域につきましては、引き続き父島・母島でございます。届出対象面積といたしましては、現
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行どおりの５００平米以上、指定期間につきましては令和２年１月５日から令和７年１月

４日までの５年間と考えております。 

 今後の継続指定に向けてのスケジュールでございますが、本日の当審査会の意見聴取に

て妥当であるとご判断いただきましたら、令和２年１月５日に監視区域の再指定の告示を

行いたいと考えております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

【森本会長】  事務局の説明は終わりましたので、続きまして小笠原村長のご意見をお聞

きしたいと思います。森下村長さん、お願いいたします。 

【森下村長】  今、都知事宛てに新たに私どものところも継続をお願いしたいということ

を申し上げましたが、この後、個別なことではまたご質問もあろうかとは思いますが、昭和

１９年、当時、まず父島には４,０００人ぐらい、母島には１,９００人ぐらい、これ、いず

れも２村、２つの村が各島にございまして、また、今回入っていませんが、硫黄島に１,１

００人ということで戦前は小笠原村には約７,０００名の民間人が住んでおりました。 

 昭和４３年に返還になるのですが、昭和４３年に返還と同時に国立公園法の施行が決ま

りまして、昭和４７年から施行されています。簡単に申し上げますと、戦前、民有地で住ん

でいたところも国立公園の指定によりまして、１種から４種と種別されるのですが、簡単に

言うと当時住んでいたところに住めなくなったということがございまして、大変民有地が

少なかった中で、また、そういう規制が入ったために大変利用できる土地が少ないというこ

とがまず根底にございます。 

 そのような関係からやはり島自体も小さいですし、世界自然遺産になったりとか、いろい

ろな形で改めて人口も増えている中では、やはり外部からの大手、大手と言いましても、ほ

んとうにいわゆる一般的な形で言う大手というのは、いろいろなモラルというものをしっ

かり持っていると思いますが、一般的に言うと中小ぐらいのレベルでしょうか、島から言う

と、それは大手ということでございますので、まず、土地が大量に地上げをされるような形

みたいなことというのは、我々としては警戒をしなければいけない。 

 土地が狭い、利用できる土地が少ないというだけではなくて、図を見ていただいてもわか

りますように父島、母島、島としてもそんなに大きくないんです。大変小さい島でございま

すので、いる人レベルで言うと大島や八丈島よりももっと小さいところでございますので、

そういう意味でも、まず大量にお客様をお招きできるような、観光で言えばお招きできるよ

うなところでもありません。それから、交通アクセスの関係もあって、どっと人口が一気に
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増えるという要素もあるわけではございませんので、土地の売買、そういう関心には大変注

意を払っていかなければいけないというところで継続して指定をしていただきたいという

のが雑駁なところではございますが、私からの意見でございます。 

【森本会長】  森下村長さん、ありがとうございました。 

 ただいま事務局の提案説明及び小笠原村長のご意見をお聞きしましたが、審議の前に委

員の先生方からご質問がございましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

では、水戸部委員、お願いいたします。 

【水戸部委員】  監視区域を継続する理由の中の３つ目のところで、世界自然遺産の登録

と、その次に今後の空港建設等の動向というのがございますので、この辺はあまり明確では

ないのかもしれませんけれども、今後のことはどうなのでしょうか。 

【森下村長】  まず、世界自然遺産でございますが、先ほどのグラフで言いますと、２－

④でございますが、来島客数が増えたということで、平成２３年に登録をされるわけでござ

いますけれども、その平成２３年、２４年がグラフを見てもグッと伸びております。それで

も交通アクセスが船ということで、基本的には週に１便の船でございますので、全体的には

１年で来てくれるお客様が３万４,５００、あそこがピークで、その後少し落ちたのですけ

れども、平成２８年に船を新しくしまして、居住スペースを広く、パブリックスペースも広

く、バリアフリー対応で、船は大きくなったのですけれども、定員は絞っております。 

 そういう、いわゆる今の時代に合った船になりましてから、若干また増えつつありまして、

昨年は平成２５年並みのところに来ておりますので、大変コンスタントにお客様も来てい

ただけるような状況になっております。その中で１つはやはり宿泊でございますけれども、

宿泊業、観光のお客様が多くなったということで宿泊業、それから、お土産ですとか商業、

と同時に１次産業も大変品物が売れるということで生産が増えつつあるという中では、土

地に関しましては特に宿とか、お店だとかということで土地利用のニーズが１つは増えて

いるということがございます。それは世界遺産のいわゆる効果だと考えております。 

 空港の話なのですけれども、この説明でもございましたが、空港建設というと大概マスコ

ミの方もそういうご質問をされるのですが、観光客がどっと来るのではないか。島の自然が

壊れるのではないかとかいう疑問をよく抱かれるんですね。先ほども申しましたけれども、

私ども島の１つ、父島も母島も小さいものですから、長い滑走路、大きな飛行場をつくると

いうことができないんです。東京から１,０００キロという距離がございますので、本来は

小型ジェットぐらいが安心、安全に運航できるというところなのですけれども、東京から１,
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０００キロですから。ところが、長い滑走路ができないということで返還以来、航空路につ

いては今まで日の目を見ておりません。 

 私が申し上げたいのは、今、私どもが願っております航空路というのは、村民の安心、安

全のためでして、今、急患搬送という形で、救急搬送をしなければいけないような患者が発

生した場合、自衛隊でお願いをしております。これが急患搬送の対象にならないような骨折

ですとか、そういう大けがの重傷というたぐいは、これ、運んでいただけないので船という

ことになります。それから、疾患をずっと持った方、それから、出産も島ではなくて内地で

やっていただいているというようなことがございまして、何とか小さな飛行機でもいいの

で、村民の安心、安全、暮らしのために飛んで来れるような機材がないのか、飛ばしていた

だけないかということを今、東京都にお願いしております。 

 もう一つは、先月の２３、２４日に台風２１号がありまして、また大変な直撃を受けまし

て被害を受けたのですけれども、津波ですとか、そういう防災、そのときにやはり船、１週

間に一度の船しかない。それから、港で、要するに船でしかいろいろなものが運んでもらえ

ない。支援も受けられないということは大変我々としては、安心ということでは、村民生活

に支障があるものですから、そういう意味からもお願いをしているところです。形態として

は、今申し上げましたように生活路線としての、小さくてもいいので何とか飛ばしていただ

きたい。飛んで来れるものはないかというところでございますので、それが土地の価格にど

う影響、影響ないとは思いませんけれども、一般的に想像するような影響の仕方ではないの

ではなかろうかなと思っております。 

【水戸部委員】  ありがとうございます。 

【森本会長】  ありがとうございます。 

 そのほかに、いかがでしょうか。 

【青木委員】  よろしいでしょうか。 

【森本会長】  青木委員、お願いします。 

【青木委員】  空港建設のそういう規模とか、今、生活路線というお言葉も出ましたけれ

ども、そのあたりの計画というのは、ある程度固まっているのでしょうか、方向性として。

それともやはり観光客も使える路線として考えたいという意見もそれなりにあって、そこ

ら辺はまだ不確定なのかどうか。 

【森下村長】  基本的に生活路線です。 

【青木委員】  そうですか。 
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【森下村長】  ただ、例えばそれが、シートが３０あるとして、空いているシートを観光

のお客様を乗せないということは、まず基本的にはあり得ませんので、それをどのように判

断されるかということなのですけれども、現在、東京都さんで、今年、大変調査を真剣にや

っていただいているのですが、基本的には生活路線ということで進めております。 

【青木委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【森本会長】  ほかに。では、水庭委員、お願いします。 

【水庭委員】  お伺いしたいことがあるのですけれども、観光客とかという話になると、

世界遺産の登録は自然という分野ですので、どのように保全を検討されているか、新たな課

題等がありましたら教えていただきたいなと思います。 

【森下村長】  まず、先ほどざっと申し上げましたけれども、小笠原は既に国立公園の網

をかぶっているということですね。ですから、世界自然遺産に登録されたということは言え

ると思うんです。世界自然遺産に登録された地域というのは、当然のことながら国立公園の

ゾーニングの中のものでございます。世界自然遺産を、登録を目指していたとき、それ以前

から私どもは観光の主軸をエコツーリズムに置いておりました。というのは、小笠原の自然

というのはすばらしい。それから、小笠原にそれ以前から来ていただいた方の多くはダイビ

ングですとか、釣りですとか、それから、一部の方がそういう貴重種、動植物に造詣が深い

方とかいましたけれども、景観もすばらしいんですね。ダイナミックな海があったり、それ

から、戦前は捕鯨もやっておりました。 

 そういうことでは、ダイビングで言いますとインストラクターがついて潜りますよね。こ

れって、１つガイドがついてのレジャーという形で、それから、捕鯨が昭和何年だ、６３年

ぐらいになりますか、捕鯨禁止になりまして、小笠原では早速ホエールウォッチングという

のを村おこしとして始めました。これも自然を活用することですね。それから、きちっと規

制、レギュレーションを設けまして、そういうことをやってきておりますので、エコツーリ

ズムを基軸とした観光振興ということをやってきましたから、基本的に小笠原村の財産は

自然であって、その自然を保全し、利活用するというのが島の、これからも小笠原の生きて

いく道だろうということは、基本的に行政の我々も思っていますし、村民の方にも浸透して

おりますので、私どもとしては大変エコツーリズムとしての見本地域になるのではないか

なぐらいの自負心を持っているぐらいです。 

【水庭委員】  ありがとうございます。もう一つ続けての質問、よろしいでしょうか。 

【森本会長】  どうぞ。 
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【水庭委員】  最近ですと、海外のお客様、結構いらっしゃっている現状が各地で見られ

ていると思います。済みません、小笠原の件は、いかがでしょうか。 

【森下村長】  そこも以前、前回も質問されたのですけれども、さほど多くは来ておりま

せんが、欧米系の方を中心に、今、年間３００人ぐらいかな。 

【牛島課長】  ３３０人ぐらいですね。 

【森下村長】  １年。それで、私どもとしては、インバウンドということをよく観光事業

では語られるのですが、先ほど言いましたようにマスでお客様を受け入れるようなところ

ではないので、交通アクセスもそうですが、島自体が小さい。我々としては、今、平成２３

年にちょうど世界自然に登録されたときに、実は海底光ケーブル、敷設をされまして運用し

ております。今、交通アクセスはまだ課題がありますけれども、情報アクセスは内地と一緒

でございますので、極端な呼び込みをするということはないのですけれども、ホームページ

等々、今はそういうＳＮＳでの発信ということ、また、海外の方もそこで情報を得ているよ

うでございます。近年は東南アジアの方も少し増えているよね。 

【牛島課長】  少しずつですね。 

【森下村長】  若干。 

【牛島課長】  若干ですね。 

【森下村長】  ただ、基本的に個人旅行です。ツアーということは、ほとんどありません。 

【水庭委員】  よく海外のお客様で、沖縄など多分、そんな傾向が多いと聞いているので

すが、中国とか船でドンと来るような、そういうのはないという確認でよろしいですか。 

【森下村長】  はい。ですから、もし呼べるとしたら船なのですけれども、湾はいいので、

ところが、先ほど言いましたように受け入れのほうが、これはもう環境容量をある意味オー

バーしてしまう。そこに我々としては、観光のほうも、そういうことも一応、気を使ってお

りますので、どっとお招きするということは考えないということであります。 

【水庭委員】  ありがとうございます。 

【森本会長】  よろしいでしょうか。 

【水庭委員】  はい。ありがとうございました。 

【森本会長】  ほかによろしいでしょうか。今日、牛島課長、大田補佐にもご出席いただ

いておりますが、何か補足がありましたらお願いしたいと思います。ございますでしょうか。 

【牛島課長】  先ほどの意見に関してですけれども、村長からもお話があったように、大

体同じような感じになりますけれども、小笠原村はほとんどが国立公園というか、あと林野
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庁の森林生態系保護地域に指定されておりまして、生活を営むために活用できる土地とい

うのは非常に限られております。 

 また、昭和１９年の強制疎開によりまして長期間、帰島が許されなかった歴史的な背景か

ら、いまだ帰島できていない旧島民の方々もおりますし、島に実際戻れなかった地主さんも

結構おりまして、そういった不在地主というのも多数存在してございます。このことにより

まして不在地主の所有地だとか、地籍調査未実施地区においては、まだ正確な土地情報がな

いことから、土地の活用の検討が進まずに流動化もあまり進んでいないような状況でござ

います。 

 また、集落地域以外にも住宅などが建設されるなど、計画的な土地利用が図られていない

のも現状でございます。事務局さんからも説明がありましたように、空港建設に関しては今

年度から動きが出始めてございます。村内の民有地も２割程度ということですけれども、村

内に土地を所有する本土の企業なども空港建設の動向には注視しているところでございま

す。今後の土地取引状況が大きく変化することもあり得ることから、我々としても、事務方

としても引き続き監視区域を指定していただいて、土地取引を適切に監視していく必要が

あるのではないかと考えているところでございます。 

 以上です。 

【森本会長】  ありがとうございました。 

 ほかによろしいでしょうか。では、青木委員、お願いいたします。 

【青木委員】  今、不在地主の方の話が出たのですが、その不在地主の方たちの親族を含

めて、帰島の見込みというのは高いのでしょうか。それとも不在地主ということで、土地取

引の勧誘やら不動産業者から強く受けて、それが土地取引を増やすきっかけになるという、

そういう認識を持っておられるのか、どちらなのでしょうか。 

【牛島課長】  強制疎開の後、返還されるまで二十数年、長い期間があって、本土に疎開

された方、二十何年もたつとやっぱり生活基盤ができてしまいますので、いざ返還になった

暁に、じゃあ、帰ってこれるかというと、当然、帰ってこられた方もいらっしゃいますし、

帰ってこれない方もやっぱりいらっしゃいます。また、返還を受けて、もう５０年たってお

りますから、当然、その地主の方が亡くなられて、いろいろな方に相続されると思うのです

けれども、もう長期間不在地主としてある土地、我々も、村としても土地を活用していろい

ろな事業をやりたいという希望はあるのですけれども、では、ここの土地、何とかならない

かなということで地主の方に連絡を取っても、やっぱり相続された方がたくさんいて、なか
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なか我々としても追っていけないような状況の土地が結構あります。だから、不在地主の土

地を我々として活用したい、村の事業としてもいろいろ活用したいところはあるのですけ

れども、そういったところもありましてなかなかうまくいかない状況でございます。 

【森下村長】  少しつけ足しますと、まず、今、事務方が言ったようなことが現実として

ありまして、それプラス先ほど、冒頭、私が申し上げましたけれども、戦前住めた土地が住

めなくなったところがあるんですよ。それは国立公園に指定されただけではなくて、現在の

国の小笠原に対する方針の中で、特に母島の例えば北村という村が１つあったところ、今、

集落地域として開発の予定がありません。 

 ですから、そういうふうに相続でだんだん小笠原の土地のことがわからなくなった方と

同時に、住めなくなったところはほとんど帰ってもしようがないというところもあります

ので、そういう形でますます土地を今所有している、きちっと相続をされて所有している方

が小笠原の実情は全くわからないですとかいうこともございますので、利用できる土地に

ついては、今、私どもの財政課長が言ったように、なかなか相続がいろいろな方、例えば極

論を言えば３人とか４人に相続されていて、その方たちの全部の承諾をいただかないと利

用できるところも利活用がなかなか難しいということもありますけれども、私どもがほと

んど知らないところで、東京側で土地の取引がされる場合も考えられるわけですね。そうい

うこともやっぱり懸念材料の１つではございます。 

 それから、先ほど私もあえて農地のことに触れなかったのですが、農地は農地法が適用さ

れておりませんので、土地利用全般的なことで言いますと、農地が宅地に転用されたりです

とかいうことも今の場合できてしまいますので、そこら辺は産業的なことも含めていろい

ろな悩みもまだ抱えているというところになります。 

【青木委員】  わかりました。 

【水戸部委員】  不在地主というのは、今、民有地率が１９.２７％なのですが、そのう

ち、どのぐらいを占めるんですか。わかりますか。 

【大田課長補佐】  大田からお答えします。全体の民有地のうち、面積で言いますと島内

地主所有地が７１万８,０００平方メートル、不在地主の所有地が２８４万８,０００平方

メートルということで、おおむね１対３から１対４の間ぐらいという形になっております。 

【水戸部委員】  そうすると、なかなか厳しいんですね。わかりました。 

【森本会長】  どうぞ。 

【青木委員】  その相続人の確定というのも、さらに相続が進んでいくと人数が増えて、
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より把握が難しくなる。村のほうでその土地をまた有効に活用しようと考えたとしても、そ

の相続人を確定する手間というのは、コストを含めて時間がたてばたつほど大変になると

いうことは十分認識されているのだとは思うのですが、何かそこら辺について対策とか協

議されることはあるのでしょうか。 

【森下村長】  現状のお話をさせていただいて。 

【大田課長補佐】  主に不在地主が多いというのは集落外、自然公園法で守られているよ

うな区域が多くて、１筆当たりの面積も非常に多く、また、その１筆当たりが非常に大きい

面積のところで多くの筆数を所有されているという不在地主の方がすごく多いんですね。

そういった土地については、固定資産税上では、ほぼ山林評価ということで非常に低い評価

がされておりまして税金がかかっていないという実態があります。そのため、相続登記のほ

うがうまく進んでいないという部分もありますので、こういったところをこれから、税金の

お知らせをするような場合に伝えていく必要があるのではないかなと考えております。 

【青木委員】  わかりました。 

【森本会長】  よろしいでしょうか。大体、意見が出尽くしたと理解してよろしいでしょ

うか。そうしますと、ただいまの小笠原村からのご説明、それから、事務局の説明を参考に

いたしまして、取りまとめいただきたいと思いますが、取りまとめにつきまして皆様のほう

からご意見ございますでしょうか。特に皆様のほうからないようでしたら、取りまとめの案

を用意しておりますので、お配りいただければと思いますが。 

（（案）配付） 

【森本会長】  それでは、手元に取りまとめ（案）をお配りいたしましたが、事務局のほ

うで読み上げていただけますでしょうか。 

【黒田課長】  それでは、取りまとめの案を読み上げさせていただきます。 

 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第２７条の６第２項及び第２７条の７第４項

の規定に基づく東京都土地利用審査会の意見について。 

 令和元年１０月１日付３１都市政都第１７９号により意見を求められた、監視区域の指

定及び届出対象面積につきまして、当審査会は検討の結果、妥当であると認めます。 

 以上でございます。 

【森本会長】  委員の皆様、いかがでしょうか。ご意見ございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【森本会長】  よろしいでしょうか。特にご異議がございませんので、この案によりまし
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て審査会の意見として知事に提出することといたします。ご協力、ありがとうございました。 

 それでは、これより報告事項となりますので、会議は公開となります。それでは、報告事

項「令和元年東京都基準地価格の概要について」、事務局から説明をお願いいたします。 

【丹課長】  ご説明させていただきます。まず、基準地価格についてでございますが、国

土利用計画法施行令第９条の規定に基づきまして、知事が毎年７月１日現在の価格を決定

し、９月末を目途として公表しております。今年は９月２０日に公表いたしました。基準地

価格は国土利用計画法の規定に基づく土地取引の価格規制を行う場合の審査などに使用さ

れるものでございますが、あわせて一般の土地の取引価格の指標として利用されているも

のでございます。 

 それでは、資料３にございます「①令和元年東京都基準地価格の概要について」という横

の資料でご説明、ご報告させていただきます。１ページ目をごらんください。１ページ目の

上、公表のポイントをごらんください。もしくは画面のほうをごらんください。 

 本年の基準地価格のポイントでございますが、住宅地、商業地、工業地、そして全用途に

おきまして、対前年平均変動率が７年連続でプラスとなりました。また、東京都全域では住

宅地、商業地、全用途で上昇率が拡大いたしました。その下、「地価変動の状況と特徴」と

いう欄をごらんください。「価格上昇地点・下落地点の状況」の地点数計にございますとお

り、基準地の地点数は１,２７８地点となっております。区部につきましては７２２地点で、

そのうち継続地点の６９２地点全てが上昇いたしました。多摩につきましては、継続地点５

１８地点のうち、３２７地点が上昇、５１地点が下落、１４０地点が横ばいとなりました。 

 ポイントとして上昇基調ということがございますが、今回、多摩地区の５１地点で下落と

なっております。要因としては人口減少、高齢化が進行している地域、交通利便性が劣る地

域、また、傾斜地を造成して宅地化した地域で下落しております。地点に関して、次に島部

なのでございますが、島部におきましては継続地点２６地点のうち、２４地点が横ばいで、

大島の２地点が下落となりました。小笠原は１０地点ございまして、継続８地点全て横ばい

となっております。 

 次に右の表、「地域別・用途別の変動率」をごらんください。令和元年の変動率と、その

下に括弧書きで前年、平成３０年の変動率を記載しております。区部におきましては記載の

全ての区分において前年と比べ上昇幅が拡大いたしました。都全域におきましても住宅地、

商業地、全用途で上昇幅が拡大いたしました。 

 次に、その１ページの下のほうになりますが、区市町村別の平均変動率上位について記載
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しております。住宅地、区部で最も平均変動率が高かったのは荒川区の８.６％で、次に豊

島区の７.９％、台東区の７.６％が続いております。利便性が高く、割安感のある区に上昇

基調が見られました。住宅地、多摩で最も変動率が高かったのは稲城市の３.４％で、武蔵

野市の３.３％、小金井市の３.２％が続いております。区画整理事業などの進展が見られる

稲城市のほか、ＪＲ中央線沿線の区部に近いエリアで上昇が顕著となりました。 

 続きまして、１ページ下段、右側の商業地をごらんください。商業地区部で最も変動率が

高かったのは、台東区の１４.４％で、次に港区の９.９％、北区の９.８％が続いておりま

す。外国人観光客増や再開発の影響が顕著な地域に加えまして、北区のような割安感のある

地域が好調でございました。商業地、多摩で最も変動率が高かったのは武蔵野市の７.５％

で、次に小金井市の６.７％、立川市の５.７％が続いております。ＪＲ中央線沿線の区部に

近接するエリア、そして立川エリアにおいて上昇が顕著となりました。 

 次に上昇率の高い個別地点などをご報告いたしますので、次のページをごらんください。

区部、住宅地の上昇率第１位の地点は、豊島－７、豊島区高田一丁目の地点で１０.９％で

ございます。こちらはＪＲ山手線目白駅圏内で副都心線、雑司ヶ谷駅に近い住宅地でござい

ます。この１位の地点をはじめとしまして豊島区につきましては特に区内でも利便性のま

さる山手線沿線、内側を中心に上昇率が高い地点があらわれました。 

 次のページでございます。多摩地区住宅地の上昇率第１位でございます。こちらは稲城－

５、稲城市大字東長沼の地点でございまして５.５％でございます。多摩地区住宅地の上位

トップ１０には、こちらの地点をはじめまして稲城市の地点、６地点が入っております。稲

城市につきましては、複数の区画整理事業の進捗やＪＲ南武線高架化の影響などから稲城

市の北部の住宅地域で上昇が顕著となりました。 

 次のページでございます。区部住宅地の最高価格地点でございます。港－１０、港区赤坂

一丁目の地点で、１平方メートル当たり４５３万円となっております。マンションの多い都

内でも有数の優良住宅地域で、周辺では複数の再開発が進行中でございます。 

 次のページでございます。区部商業地の上昇率第１位、こちらは台東５－１、台東区浅草

一丁目の地点で、３４.５％でございます。区部商業地トップ１０には、この１位、また２

位をはじめとして台東区浅草エリアが３地点入りました。外国人観光客増の影響が顕著と

なっております。 

 次のページでございます。多摩地区商業地の上昇率第１位の地点でございます。武蔵野５

－２、武蔵野市吉祥寺本町一丁目、１１％でございます。多摩の商業地トップ１０のうち、
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１位から３位は、いずれも武蔵野市吉祥寺駅周辺の商業地でございました。 

 最後のページになります。商業地の最高価格地点、こちらは中央５－１３、中央区銀座二

丁目の明治屋銀座ビルの地点でございます。１平方メートル当たり４,３２０万円となりま

して、１４年連続で１位となっております。 

 簡単ではございますが、以上で令和元年、東京都基準地価格の概要についての説明を終わ

ります。 

【森本会長】  ありがとうございます。 

 報告事項につきまして、皆様からご質問がありましたらお願いしたいと思います。では、

青木委員、お願いします。 

【青木委員】  今回のこの報告を受けて、上昇率というのは去年から今年のが今の報告だ

とすると、一昨年から去年のその上昇率と比較してどういう変化が見られますか。かなり上

昇率が上がってきている。地点によっては上がってきていると見ているのか。 

【丹課長】  さようでございます。上昇率の上昇は７年連続で続いていて、かつその上昇

の幅も少し拡大しているというところでございまして、例えばこちらの表で、区部でごらん

いただきますと、区部・住宅地は今年４.６％上昇したのですが、昨年は４.３％ということ

で、商業地は７.２％から上昇率８.４％ということで、特に区部になるのですが、上昇率の

幅も拡大しているという状況でございます。 

【青木委員】  例えば台東区とか、そういう地点に着目した場合に上昇率の変化が大きい

とか、そういうところはあるのでしょうか。 

【丹課長】  ございます。特に先ほどご紹介した浅草、区部商業地のこちらなのですけれ

ども、そもそも３０％を超える地区というのが数年ぶりということになりまして、台東で３

０％を超える地区というのも近年なかったというところでございますので、特に浅草の上

昇は顕著となっているところでございます。 

【青木委員】  浅草は観光地ということもあって、それなりの上昇があるというのはわか

るのですが、台東区というと上野駅やらあって空港への、京成上野の駅とかあって空港への

アクセスもいい地域ですから、あのあたりで小さいホテルの建設がどんどん増えていると

いうことは聞いているのですが、そういう不動産業者からの需要が地価上昇に影響を与え

ているとか、そこら辺の分析はどうされていますか。 

【丹課長】  ホテル需要がかなり大きいというのは伺っておりまして、特に台東区につい

ては、今お話しいただいたような観光地周辺の小さい敷地において非常にホテルとしての
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業者からの引き合いが大きい地域というところです。加えて、やはり土産物屋ということで、

浅草に関して言えばレンタル浴衣とか、そういったお客様が好むお店としての引き合いと

いうものもございまして、小さい土地であっても非常に引き合いが強いと聞いております。 

【青木委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【森本会長】  今の青木委員からのご質問は、今日、ご配付いただいた基準価格のページ

で言うと８ページのところに平成７年からの推移表を記載されておりまして、ここにバブ

ル以降の減少と平成１８年から２０年までの若干の増加、また減少という、これを見るとや

はり平成２４年、２５年ぐらいを境にゼロ、マイナスからプラスに転じて、その後一貫して

少し上昇基調にあると見て取れますよね。 

【丹課長】  はい。 

【森本会長】  ありがとうございます。 

 そのほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ないようでございますの

で、報告事項は終了したいと思います。事前に予定しております議題は以上でございますが、

皆様から何かございますでしょうか。ありがとうございます。特にないようでございますね。

特にないようでございますので、これをもちまして本日予定しておりました議題は全て終

了となります。森下村長さん、小笠原村の皆様、本日はどうもありがとうございました。 

 最後に事務局から連絡事項がありましたら、お願いいたします。 

【黒田課長】  本日は、貴重なご意見をいただきまして、まことにありがとうございまし

た。事務連絡でございます。本審査会の議事録につきましては、委員の皆様にご確認いただ

きました後、会長決定により確定とさせていただきます。後日、お送りさせていただきます

ので、ご確認をよろしくお願いいたします。 

 なお、議事録につきましては、東京都情報公開条例に基づきまして個人情報等の非開示情

報を除き、東京都のホームページ等により公開をいたします。 

 次回の審査会の開催予定でございますが、勧告案件の発生など必要に応じて開催するこ

とになります。開催の予定が決まりましたら、日程調整をさせていただくようにいたします

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

【森本会長】  それでは、本日の審査会はこれをもちまして終了といたします。ご協力、

ありがとうございました。 
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午前１１時１３分 閉会 


